
 

別記１ スマート農業技術と産地の橋渡し支援 

 
第１ 総則 

交付等要綱に定めるスマート農業技術と産地の橋渡し支援（以下別記１において

「本事業」という。）の実施については、交付等要綱に定めるもののほか、この要領

に定めるものとする。 

 
第２ 定義 

本事業における用語については、次のとおりとする。 

１ スマート農業技術 

次の（１）から（３）までに適合した技術のことをいう。 

（１）農業機械、農業用ソフトウェア、農業用の器具並びに農業用設備又は農業用

施設を構成する装置、建物及びその附属設備並びに構築物に組み込まれて活用

されるものであること。 

（２）情報通信技術（電磁的記録として記録された情報を活用する場合に用いられ

るものに限る。）を用いた技術であること。 

（３）農業を行うに当たって必要となる認知、予測、判断又は動作に係る能力の全

部又は一部を代替し、補助し、又は向上させることにより、農作業の効率化、

農作業における身体の負担の軽減又は農業の経営管理の合理化を通じて農業

の生産性を相当程度向上させることに資するものであること。 
２ 農業支援サービス事業 

別表１のサービス内容の欄に掲げるいずれかの取組に該当する事業をいう。 

３ 農業支援サービス事業体 

別表１のサービス内容の欄に掲げるいずれかの取組に該当する事業を実施して

いる者又は本事業を活用して実施しようとする者をいう。 

 
第３ 事業内容等 

１ 目的 

人口減少に伴い、基幹的農業従事者が急激に減少することが見込まれる中、農

産物の供給機能が持続的に発揮されるよう、農業の生産性の向上を図ることが急

務となっている。これに対しては、農業の生産性の飛躍的な向上を可能とするス

マート農業技術の活用が有効であるが、スマート農業技術の活用の促進に当たっ

ては、スマート農業技術に適した農産物の新たな生産の方式の導入（以下「生産

方式の革新」という。）を図りながら、その現場導入の加速化を図る必要がある。 

他方で、現行のスマート農業技術が実用化されている品目が限られていること

や、地域によっては、気候条件等の栽培上の課題により、生産方式の革新のみで

はスマート農業技術の導入が難しい場合もある。これらを踏まえて、本事業にお

いては、スマート農業技術の他品目等への適応等の、生産方式の革新では解決で



 

 

きない課題への対応に向けた改良を支援することで、スマート農業技術の現場導

入を加速化させることを目的とする。 

２ 事業内容 

本事業においては、スマート農業技術が組み込まれた農業機械等（以下「スマ

ート農業機械等」という。）を当該機械の所期の対象品目と異なる品目へ適応させ

る等、特定の産地における栽培方式等へ適応させるための改良を行うこととする。

また、必要に応じて関係者による検討会、改良したスマート農業機械等の有効性

の検証等を行うこととする。 

３ 実施要件 

本事業において対象となる取組は、以下に定める要件を満たすものであること

とする。 

① 改良の目的が生産方式の革新では対応できない課題の解決に必要なものであ

ること。 

② 改良するスマート農業機械等は、市販されているものであること。 

 

第３ 実施要件等 

１ 事業実施主体 

事業実施主体は、次に掲げるいずれかの者とする。 

（１）農業者（農業者の組織する団体も含む。） 

（２）農業支援サービス事業体（以下「サービス事業体」という。） 

（３）民間団体 

（４）協議会 

２ 事業実施主体の要件 

本事業における事業実施主体は、次の要件を満たす者とする。 

（１）共通 

① 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること。 

② 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対し

て、速やかに対応をとることが可能な者であること。 

③ 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営につい

ての規約の定めがあること。 

④ 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有

し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書等（これ

らの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの。）を備えていること。 

⑤ 法人等（個人、法人及び団体をいう。以下同じ。）の役員等（個人である場合

はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結す

る事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質

的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力



 

 

団員をいう。以下同じ。）でないこと。 

（２）農業者及びサービス事業体 

次に掲げる要件を全て満たすものに限ること。ただし、農業協同組合及び農

業協同組合連合会はこの限りではない。 

① 改良したスマート農業機械等を自身の営農又は農業支援サービス事業におい

て活用すること。 

② 本事業終了後は、スマート農業機械等を活用した経営に取り組み、生産性の

向上を目指す意欲を有すること。 

③ 後継者が確保されている等、経営の継続性が担保されていること。 

（３）民間団体 

本事業で改良するスマート農業機械等を製造し、又は販売する者であって、

当該スマート農業機械等の改良や利用における助言を行うことができる者であ

ること。 

（４）協議会 

以下の①から④までに定める要件を満たすものをいう。 

① 第３の１の（１）から（３）までのいずれかの者を必須構成員とすること。 

② 代表者、意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理

の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協

議会の運営等に係る規約（以下「協議会規約」という。）が定められていること。 

③ 協議会規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係

る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備

されていること。 

④ 各年度の事業計画、収支予算等を構成員が参加する総会等により承認するこ

ととしていること。 

３ 事業の実施体制 

以下の者が事業実施主体又は協力者として実施体制に位置付けられていること。 

① 本事業で改良するスマート農業機械等を利用する農業者又はサービス事業

体 

② スマート農業機械等の改良や利用（作業上の安全性を含む。）における助言

を行うことができる民間企業又は整備士等の技能や農業機械に関する知見を

有する者 

４ その他 

様式第１号別添の環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組を実施す

ること。 

 

第４ 補助対象経費等 

１ 補助対象経費 

交付等要綱別表２に掲げる経費のうち補助対象となる事業費の範囲は、別表２



 

 

に掲げるとおりとする。 

２ 補助上限額及び補助率 

事業実施主体当たり 500万円を補助上限とし、定額補助とする。 

 ３ 補助対象外経費 

次に掲げる経費は補助対象としない。 

（１）国の他の助成事業で支援を現に受け、又は受ける予定となっている取組に係る

経費 

（２）特定の個人又は法人の資産形成につながる取組に係る経費 

（３）経費の根拠が不明確で履行確認ができない取組に係る経費 

（４）別表２に掲げる経費のうち、汎用性の高いものの導入（例：パソコン等）に

係る経費 

（５）本事業終了後に毎年度必要となる資材の購入に係る経費  

 

第５ 募集方法 

  農林水産省のウェブサイトにおいて農林水産省農産局長（以下「農産局長」とい

う。）が公募するものとし、その詳細は農産局長が別に定める公募要領によるもの

とする。 

 

第６ 採択基準 

 １ 選定審査方法 

地方農政局長等（事業実施主体の事務所又は事業実施主体による補助事業の実

施場所が北海道に所在する場合にあっては北海道農政事務所長、事業実施主体の

事務所又は事業実施主体による補助事業の実施場所が沖縄県に所在する場合に

あっては内閣府沖縄総合事務局長、事業実施主体の事務所又は事業実施主体によ

る補助事業の実施場所がその他の都府県に所在する場合にあっては所在地を管

轄する地方農政局長をいう。以下同じ。）が、応募者から提出された事業実施計画

等を審査・採点及び評価し、農産局長が設置する外部有識者等で構成される審査・

評価委員会に諮るものとする。 

２ 採択方法 

（１）応募者から提出された事業実施計画の採点は、別紙に定める審査基準に基づ

き行うものとし、予算の範囲内で、審査ポイントの合計が高い順に事業実施計

画を採択するものとする。なお、同一ポイントを獲得した事業実施計画が複数

ある場合には、国庫補助金額の少ないものから優先的に採択するものとする。 

（２）農産局長は、前項の規定に基づく審査・評価委員会において指摘等があった

場合は、応募者に指示し、指摘等を反映した提出書類を提出させることができ

るものとする。なお、この場合にあっても、審査ポイントの加算は行わないも

のとする。 

３ 審査結果の通知等 



 

 

（１）農産局長は、審査・評価委員会による審査結果について、審査終了後、申請

を受けた地方農政局長等に対し通知するものとする。 

（２）地方農政局長等は、前号の規定に基づく通知を受けた場合には、応募者に対

して審査結果を通知するものとする。 

 

第７ 成果目標及び目標年度 

 １ 成果目標 

   本事業に供したスマート農業機械等が、農業者又はサービス事業体によって活

用されること。 

 ２ 目標年度 

事業実施年度の翌年度とする。 

 

第８ 事業実施手続等 

 １ 交付申請書及び事業実施計画書の作成等 

（１）事業実施主体は、交付等要綱第８に定める交付申請において様式第１号によ

り作成した事業実施計画及び様式第１号別添の環境負荷低減のチェックシー

トを添付の上、地方農政局長等へ提出するものとする。 

（２）地方農政局長等は、前号の規定により提出された交付申請書及び事業実施計

画について、交付等要綱、この要領及び農産局長が別に定める公募要領に照ら

して内容が適正であるか確認を行うものとする。 

２ 事業の交付決定等 

地方農政局長等は、１の（１）の規定により提出を受けた交付申請書及び事業

実施計画が適正であると判断する場合には、交付決定を行うものとする。 

なお、交付決定後に、成果目標の達成に資する場合には、本事業の範囲内で、

取組内容等を変更することができる。ただし、本事業において改良するスマート

農業機械等の種類の変更、成果目標の変更又は交付等要綱別表２に定める重要な

変更に伴う事業実施計画の変更を行う場合には、あらかじめ同要綱第 14 の規定

に基づく変更等承認申請書を提出の上、地方農政局長等の承認を受けなければな

らない。 

３ 事業の着手 

（１）事業の着手は、原則として、交付決定後に事業に着手するものとする。 

ただし、事業実施主体の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急

かつやむを得ない事情による場合にあって、事業実施計画を地方農政局長等に

提出し、事業の内容が明確となっており、かつ、補助金の交付が確実となった

ときに限り、交付決定前であっても事業に着手することができるものとする。

この場合においては、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすること

を了知の上で行うものとする。 

（２）（１）のただし書の規定により交付決定前に事業に着手する場合においては、



 

 

事業実施主体は、様式第２号により交付決定前着手届を作成し、地方農政局長

等に提出するものとする。 

４ 報告 

事業実施主体は、事業実施計画で設定した成果目標等の達成状況について、目

標年度の翌年度の７月末日までに様式第３号により事業実施状況報告書を作成

し、地方農政局長等に提出するものとする。あわせて、農林水産業・食品産業の

作業安全のための規範に係るチェックシートを用いて自己点検に努めること。 

  

第９ 安全性への配慮 

事業実施主体は、スマート農業機械等の改良に取り組むにあたっては、当該スマ

ート農業機械等の使用上の安全性について十分に配慮すること。また、農業機械の

自動走行に関しては、「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」（令

和５年３月 29日付け４農産第 4842号農林水産省農産局長通知）等を遵守すること。 

 

第 10 その他 

事業実施主体は、国の求めに応じ、スマート農業技術の普及に資するデータの提

供等の協力及び事業効果の検証に協力するものとする。 

  



 

 

別表１（第２関係） 

類型 サービス内容 備考 

専門作業受注型 農業者の行う農作業を代行する取組 

 

 

受委託契約の下で農作業

を代行するもの。 

機械設備供給型 農業者が使用するスマート農業機械等

を、レンタル・サブスクリプション等の

販売以外の手段によって農業者に提供

する取組 

 

 

人材供給型 作業者を必要とする農業現場に農作業

を行う人材を派遣する取組 

 

 

データ分析型 農産物（生育途中のものを含む。）、種苗、

土壌やほ場等の状態の把握及びその情

報の分析を行い、これに基づき農業者に

情報・助言等を提供する取組 

 

 

その他 上記サービス内容の複合型の取組 

 

 

※いずれの類型においても、農産物の加工・流通・販売に係るサービスは除く。 

  



 

 

別表２（第４関係） 

費目 細目 内 容 注意点 

事業費 

 

会場借料 ・事業を実施するために直接必要な会議等

を行う場合の会場借料に係る経費 

 

・事業実施主体が会議室等を所

有している場合は、事業実施主体

の会議室等を優先的に使用する

こと。 

会場設営費 ・事業を実施するために直接必要な会議等

を行う場合の設営に係る経費 

 

通信・運搬費 

 

・事業を実施するために直接必要な郵便、

運送、電話等の通信に係る経費 

・切手は物品受払簿で管理する

こと。 

・電話等の通信費については、基

本料を除く。 

借上費 ・事業を実施するために直接必要な実験機

器、事務機器、通信機器、農業機械・施設、

ほ場等の借上げ経費 

・リース又はレンタル費用は、事

業実施期間中に発生したものに

限る。 

印刷製本費 ・事業を実施するために直接必要な資料等

の印刷、製本等に係る経費 

 

広告・宣伝費 ・事業を実施するために直接必要なポスタ

ー・チラシ等の作成・配布等に係る経費 

 

情報発信費 

 

・事業を実施するために直接必要な情報発

信（事業の案内や成果発信等）にかかる費用 

・事業実施主体が行う場合に限

る。 

・WEB コンテンツの作成、システ

ム管理等の WEB による情報発信

の経費を含む。 

資料購入費 ・事業を実施するために直接必要なデータ

や図書、参考文献の購入に係る経費 

・新聞、定期刊行物等、広く一般

に定期購読されているものを除

く。 

原材料費 ・本事業を実施するために直接必要なスマ

ート農業機械等の改良等に必要な原材料に

係る経費 

・原材料は物品受払簿で管理す

ること。 

・有償で販売するもの及び認知

度向上等を目的として相当数を

無償で配布するものは含まない。 

資材費 ・事業を実施するために直接必要な種苗、

農薬、肥料等の資材に係る経費 

・資材は物品受払簿で管理する

こと。 

燃料費 ・事業を実施するために直接必要な機械作

業の燃料代 

・実証試験において利用するス

マート農業機械等で行う作業に

必要なものに限る。 

消耗品費 ・事業を実施するために直接必要な以下の

経費 

・短期間（補助事業実施期間内）又は一度の

使用によって消費されその効用を失う低廉

な物品の経費 

・ＵＳＢメモリ等の低廉な記録媒体 

・実証試験、検証等に用いる低廉な器具等 

・消耗品は物品受払簿で管理す

ること。 

人件費  ・事業を実施するために直接従事する事業

実施主体又は取組主体の正職員、出向者、嘱

託職員、管理者等の直接作業時間に対する

給料その他手当 

・積算根拠となる資料を添付す

ること。 

・人件費の算定に当たっては、

「補助事業等の実施に要する人

件費の算定等の適正化について」

（平成 22 年 9 月 27 日付け 22経

第 960 号大臣官房経理課長通

知。）に定めるところにより取り

扱うものとする。 

・人件費は、謝金の支払対象者に

対して支払うことは認めない。 



 

 

旅費 

 

委員旅費 ・事業を実施するために直接必要な会議の

出席、技術指導等を行うための旅費として、

依頼した専門家に支払う経費 

 

調査等旅費 ・事業を実施するために直接必要な資料収

集、各種調査・検証、会議、打合せ、技術指

導、研修会、成果発表等の実施に必要な経費 

 

謝金 

 

委員等謝金 ・事業を実施するために直接必要な資料整

理、補助、専門的知識の提供、マニュアルの

作成、原稿の執筆、資料の収集、アンケート

調査等について協力を得た人に対する謝礼

に必要な経費 

・謝金の単価の設定根拠となる

資料を添付すること。 

・事業実施主体の代表者及び事

業実施主体に従事する者に対す

る謝金は認めない。 

委員等謝金 

 

・活動に対する指導・助言及び手引きの作

成等に要する外部専門家等に対する謝礼に

必要な経費 

・謝金の単価の設定根拠となる

資料を添付すること。 

賃金等 

 

 ・事業を実施するため直接必要な業務を目

的として、事業実施主体又は取組主体が雇

用した者に対して支払う実働に応じた対価

（日給又は時間給）及び通勤に要する交通

費並びに雇用に伴う社会保険料等の事業主

負担経費 

・賃金については、「補助事業等

の実施に要する人件費の算定等

の適正化について」に定めるとこ

ろにより取り扱うものとする。 

・賃金の単価の設定根拠となる

資料を添付すること。 

・雇用通知書等により本事業に

て雇用したことを明らかにする

こと。 

・実働に応じた対価以外の有給

休暇や各種手当は認めない。 

・補助事業従事者別の出勤簿及

び作業日誌を整備すること。 

委託費 

 

 ・本事業の交付目的たる事業の一部分（例

えば、事業の成果の一部を構成する調査の

実施、機械・システムの改修、取りまとめ等）

を他の者に委託するために必要な経費 

 

・委託を行うに当たっては、第三

者に委託することが必要であり、

合理的かつ効果的な業務に限り

実施できるものとする。 

・補助金の額の 50％未満とする

こと。また、事業そのもの又は事

業の根幹を成す業務の委託は認

めない。ただし、事業実施主体が

農業者、サービス事業体又は協議

会の場合についてはこの限りで

はない。 

・民間企業内部で社内発注を行

う場合は、利潤を除外した実費弁

済の経費に限るものとする。 

役務費  ・事業を実施するために直接必要であり、

かつ、それだけでは本事業の成果とは成り

得ない分析、試験、実証、検証、調査、制作、

加工、改良、通訳、翻訳、施工等を専ら行う

経費 

・民間企業内部で社内発注を行

う場合は、利潤を除外した実費弁

済の経費に限るものとする。 

 

雑役務費 手数料 ・事業を実施するために直接必要な謝金等

の振り込み手数料 

 

租税公課 ・事業を実施するために直接必要な委託の

契約書に貼付する印紙及び運営拠出金に課

される消費税に係る経費 

 

備品費  ・事業を実施するために直接必要な試験、

検証、調査備品及び機械の導入に係る経費

（サーバ導入費を含む。）。ただし、リース又

はレンタルを行うことが困難な場合に限

る。 

・取得単価が 50 万円以上（税別）

の調査備品及び機械については、

見積書（原則３社以上（該当する

設備備品を１社しか扱っていな

い場合は除く。））、カタログ等を

添付すること。 



 

 

・耐用年数が経過するまでは、事

業実施主体による善良なる管理

者の注意をもって当該備品を管

理する体制が整っていること。 

・当該備品を別の者に使用させ

る場合は、使用及び管理について

の契約を交わすこと。 

（注１）補助対象経費は、事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額等が確認でき

るもののみとする。なお、その経理に当たっては、費目ごとに整理するとともに他の事業等の会計と区分す

ることとする。 

（注２）上記の経費であっても以下の経費にあっては認めないものとする。 

１ 事業実施に直接関連のない経費 

２ 事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費 

３ 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費 

４ 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額※ 

（※補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規

定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第

226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。） 

５ 傷害保険等任意保険の加入に要する経費 

６ 補助事業の有無にかかわらず、事業実施主体が具備すべき備品、物品等の購入及びリース・レンタルに

要する経費 

７ 他の国庫補助金を受けた又は受ける予定の経費 

８ その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要したことを証明できない

経費 

  



 

 

（別紙） 

審査基準 

 

スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業のうちスマート農業技術

と産地の橋渡し支援の審査項目及び点数配分は以下のとおりとする。 

なお、事業の要件を満たす場合であっても、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は採択

しないものとする。 

・ 過去３か年に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）第

17 条第１項又は第２項の規定に基づく交付決定取消を受けたことのある応募団体（共同団体

を含む。）の場合 

・ 審査項目のうち、（１）から（４）までのいずれかにおいて審査委員の過半から３点以下の採

点を受けた場合 

審査項目 審査項目の詳細 点数配分 

１  事業

の効果 

 

（１）課題の妥当性 

課題は、本事業の目的、趣旨と合致してい

るものとなっているか。 

・合致する：10 点 ～ 合致しない：

０点 

（２）スマート農業機械等の改良により見込

まれる効果 

改良により、生産性の向上に向けた十分な

効果の発揮が期待できるか。 

・十分な効果の発揮が期待できる 10 点 

～ 効果の発揮が期待できない：0 点 

（３）取組の普及性 

改良されたスマート農業機械等が、将来的

に多くの農業者に対して活用される見込みが

あるか。 

・多い：10 点 ～ 少ない：0 点 

２  事業

費 の 算

定 

（４）事業内容に見合った経費で精度の高い

積算がなされているか。 

・なされている：10 点 ～ なされて

いない：0 点 

３  加算

ポ イ ン

ト 

（５）スマート農業技術活用促進法に基づく

開発供給実施計画又は生産方式革新実施計

画の認定（※1） 

 

以下のいずれかに該当する場合、ポイント

加算する。なお、事業実施主体が協議会にあ

っては、以下のうちいずれかの者が構成員と

なっている場合ポイント加算する。 

① 本事業の事業実施主体が農業者にあって

は、採択決定通知日までに農業の生産性の

向上のためのスマート農業技術の活用の促

進に関する法律（令和 6 年法律第 63 号。以

・２点 



 

 

下「スマート農業技術活用促進法」という。）

に基づき、生産方式革新実施計画の認定を

受けており、かつ本事業での取組内容が当

該計画の内容と合致していること。 

② 本事業の事業実施主体がサービス事業体

にあっては、以下のいずれかに該当する場

合。 

ア 採択決定通知日までにスマート農業技

術活用促進法に基づき認定された生産方

式革新実施計画において促進事業者とし

て位置付けられており、かつ本事業での

取組内容が当該計画の内容と合致してい

ること 

イ 開発供給実施計画の認定を受けてお

り、かつ本事業での取組内容が当該計画

の内容と合致していること。 

③ 本事業の事業実施主体が民間団体にあっ

ては、採択決定日までにスマート農業技術

活用促進法に基づき、開発供給実施計画の

認定を受けており、かつ本事業での取組内

容が当該計画の内容と合致していること。 

（６）みどり投資税制との関連 

 

本事業で利用するスマート農業機械等が、

申請時点でみどり投資促進税制の対象機械に

該当する場合 

・１点 

（７）みどりの食料システム法の基盤確立実

施計画の認定 

 

本事業の事業実施主体が、環境と調和のと

れた食料システムの確立のための環境負荷低

減事業活動の促進等に関する法律（令和４年

法律第 37 号。以下「みどりの食料システム法」

という。）に基づく基盤確立事業実施計画の認

定を受けている場合 

・１点 

※事業実施年度中に認定を受けることが確実である場合を含む。なお、この場合において、事業

実施年度中に開発供給実施計画又は生産方式革新実施計画の認定を受けることが確実であるとし

て加点され、このことにより採択水準に達した者が、配慮すべき事情なく事業実施年度中に計

画認定を受けなかった場合には、事業実施主体は、当該事業を取り下げ、中止し、又は廃止す

るものとする。 



様式第１号（第８関係）

１　事業実施主体の名称

２　事業実施主体の概要

３　実施体制

（１）協力者（又は協議会構成員）

代表者

所属・役職

氏名

担当者

所属・役職

氏名

主たる業務の内容

①協力者情報【○○】（「農業者」、「サービス事業体」、「メーカー」、「農機販売店」等を記載）
事業者名：
役割等：

②協力者情報【○○】（「農業者」、「サービス事業体」、「メーカー」、「農機販売店」等を記載）
事業者名：
役割等：

③協力者情報【○○】（「農業者」、「サービス事業体」、「メーカー」、「農機販売店」等を記載）
事業者名：
役割等：

スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業のうち
スマート農業技術と産地の橋渡し支援　事業実施計画

法人番号（法人の場合）

事業実施主体の所在地

電話番号

E-mail

※協力者情報は適宜追加すること。①本事業で改良するスマート農業機械等を利用する農業者又はサービス事業体及び②スマート農業機械等の改良や利用（作業
上の安全性を含む。）における助言を行うことができる民間企業又は整備士等の技能や農業機械に関する知見を有する者を記載すること。

（２）実施体制図※

※実施体制図には、本事業に取り組む各者の協力体制、役割分担、事業の進行管理などの体制の方針を記載。（別添としてフロー図を添付しても可）。



４　事業内容

（１）改良するスマート農業機械等

（２）スマート農業機械等の導入における課題

※具体的な産地等名、品目、栽培方法に関して、生産方式の革新では対応できない課題を含めること。

（３）本事業における取組内容

※具体的なスケジュールを含めて記載すること。

５　成果目標

　本事業に供したスマート農業機械等の活用（スマート農業機械等の活用方法、活用面積及び活用農業者数を含めて記載すること）

６　事業に要する経費及び負担区分

９　加算ポイント

10　添付書類

１．定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書等（これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの。）

２．新たに設立された団体にあっては、設立に関する関係者の協議・調整等を示す書類（設立総会資料、議事録等）

３．協議会の場合は、運営、会計等の規約（案）（又は写し）

４．事業の一部を委託する場合はその委託契約書（案）（又は写し）

５．その他地方農政局長等が必要と認める資料

６．環境負荷低減のクロスコンプライアンス　チェックシート

※事業実施年度中に認定を受けることが確実である場合を含む。なお、この場合において、事業実施年度中に開発供給実施計画又は生産方式革新
実施計画の認定を受けることが確実であるとして加点され、このことにより採択水準に達した者が、配慮すべき事情なく事業実施年度中に計画認
定を受けなかった場合には、事業実施主体は、当該事業を取り下げ、中止し、又は廃止するものとする。

③みどりの食料システム法との関係
　本事業の事業実施主体が、みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定を受けている場合

-

総事業費
（円、税込） 自己資金

（円）

費
目

取組の種類

７　事業完了（予定）年月日　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

８　収支予算書

（１）収入の部

区分 本年度予算額（円）
前年度予算額

（又は本年度精算額）
比較

備考
増 △減

合　計

国庫補助金
（円）

改良を行う者の名
称

左記の者が有する農業機械等に関
する技能や知見等の詳細

改良により
対象機械等
を適応させ
る品目

対象機械等
の所期の対
象品目

スマート農業
機械等の名称

メーカー名 型式 改良内容

その他

国庫補助金

②みどりの食料システム法との関係
　本事業で利用するスマート農業機械等が、申請時点でみどり投資促進税制の対象機械に該当する場合

-

合計

※添付書類のうち、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能なものについては、当該ウェブサイトのURLを記載することにより当該資料の添付を省略する
ことができる。

備考欄

負担区分

①スマート農業技術活用促進法に基づく開発供給実施計画又は生産方式革新実施計画の認定（※）
ア　本事業の事業実施主体が農業者にあっては、採択決定通知日までにスマート農業技術活用促進法に基づき、生産方式革新実施計画
の認定を受けており、かつ本事業での取組内容が当該計画の内容と合致していること。
イ　本事業の事業実施主体がサービス事業体にあっては、以下のいずれかに該当する場合。
・採択決定通知日までにスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置付けら
れており、かつ本事業での取組内容が当該計画の内容と合致していること。
・開発供給実施計画の認定を受けており、かつ本事業での取組内容が当該計画の内容と合致していること。
ウ　本事業の事業実施主体が民間団体にあっては、採択決定日までにスマート農業技術活用促進法に基づき、開発供給実施計画の認定
を受けており、かつ本事業での取組内容が当該計画の内容と合致していること。

-

（２）支出の部

区分 本年度予算額（円）
前年度予算額

（又は本年度精算額）

比較
備考

増 △減

合計



様式第１号別添

事業実施主体名

代表者名

  

　
  

※農産物等の調達を行う場合 □ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

□

□

※農産物等の調達を行う場合

□ ※生物多様性への影響が想定される工事等を実施する場合

□

※特定事業場である場合

□

□

□

（照明、空調、ウォームビズ・クールビズ、燃費効率のよい機械の

□

□

□

□

※肥料・飼料等の製造を行う場合 ※機械等を扱う事業者である場合

□ □

□

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める 機械等の適切な整備と管理に努める

正しい知識に基づく作業安全に努める

（４）悪臭及び害虫の発生防止
環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める

オフィスや車両・機械等の電気・燃料の使用状況の記録・保存に努める

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないこと
（７）環境関係法令の遵守等

利用等）を検討 みどりの食料システム戦略の理解

環境負荷低減に配慮した商品、原料等の調達を検討

関係法令の遵守

環境負荷低減に配慮した農産物等の調達を検討（再掲）

生物多様性に配慮した事業実施に努める

（３）エネルギーの節減
排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守

資源の再利用を検討

（２）適正な防除
（６）生物多様性への悪影響の防止

下記の持続可能な農業生産に係る取組の各項目のうち、事業実施期間中に実施する内容について、□欄に✔又は■を記入してください。

該当しない場合は、□欄には／（斜線）を記入してください。

（１）適正な施肥 （５）廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び処分

環境負荷低減に配慮した農産物等の調達を検討

環境負荷低減のクロスコンプライアンス チェックシート



様式第２号（第８関係）

交付決定前着手届
（スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業のうちスマート農業技術と産地の橋渡し支援）

２　交付決定前着手に係る条件

１　事業実施主体名

以下２点の条件を了承の上、交付決定前に着手したいので届け出る。
・交付決定を受けるまでの期間内のあらゆる損失等は、事業実施主体が負担する。
・交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議はない。

申請先：

５　着手予定年月日及び完了予定年月日

６　理由

３　事業内容

着手予定年月日 完了予定年月日

４　事業費



様式第３号（第８関係）

１　事業実施主体名

２　成果目標の達成状況

４　今後の取組方針

（注１）活用による労働生産性の効果について記載すること。

（注２）活用している写真を添付すること。

３　成果目標を達成するに当たって実施した取組内容（導入機械、作業の工夫等）

本事業に供したスマー
ト農業機械等が、農業
者又は農業支援サービ
ス事業によって活用さ

れること

事業実施状況報告書
（スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業のうちスマート農業技術と産地の橋渡し支援）

提出先：

成果目標 改良したスマート農業機械等の活用状況


